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平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金

の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す

　

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
消
費

税
率
が
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た

と
こ
ろ
で
す
が
、
消
費
税
の
引
き

上
げ
に
伴
う
負
担
を
緩
和
す
る
た

め
、
所
得
の
低
い
方
に
「
臨
時
福

祉
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
給
付
金
は
、
基
準

日
（
平
成
27
年
１
月
１
日
）
時
点

で
下
野
市
に
住
民
登
録
さ
れ
た
方

（
外
国
人
を
含
む
）
が
対
象
で
す
。

基
準
日
に
市
内
に
住
民
登
録
が
な

い
方
は
、
住
民
登
録
さ
れ
て
い
た

市
町
村
で
申
請
の
受
付
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

　

平
成
27
年
度
分
の
住
民
税
が
非

課
税
の
方

※ 

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親

族
お
よ
び
生
活
保
護
の
受
給

者
で
あ
る
場
合
な
ど
は
除
き

ま
す
。

※ 

支
給
対
象
と
な
り
得
る
方
に
は

８
月
下
旬
に
通
知
書
を
発
送

し
ま
し
た
。

■
支
給
額

　

１
人
に
つ
き
６
千
円

■
申
請
受
付
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

申
請
期
間
に
つ
い
て
は
、
９
月

１
日
か
ら
３
月
１
日
ま
で
の
６
か

月
間
で
す
。
申
請
期
間
中
に
郵
送

ま
た
は
社
会
福
祉
課
に
直
接
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
期
間
を
過

ぎ
る
と
受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

申
請
が
お
済
で
は
な
い
方
は
、
お

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
だ
、
確
定
申
告
、
ま
た
は
住

民
税
の
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
方

は
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

ふ
れ
あ
い
館
か
ら
の
お
知

ら
せ

■
プ
ー
ル
棟
休
館

　

皆
様
か
ら
ご
愛
好
い
た
だ
い
て

い
ま
す
「
ふ
れ
あ
い
館
プ
ー
ル
」

で
す
が
、
11
月
１
日
か
ら
２
月
29

日
ま
で
の
４
か
月
間
、
誠
に
勝
手

な
が
ら
、
プ
ー
ル
の
営
業
を
一
時

休
業
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
福
祉
棟
（
風
呂
・
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
室
な
ど
）
は
、
通
常
ど

お
り
営
業
し
て
い
ま
す
。

　

利
用
者
の
皆
様
に
は
、
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
「
ヨ
ガ
教
室
」
開
催

　

ふ
れ
あ
い
館
で
は
、
10
月
か
ら

「
や
さ
し
い
ヨ
ガ
」
教
室
を
毎
週

金
曜
日
、
午
前
10
時
30
分
〜
正
午
、

ふ
れ
あ
い
館
２
階
の
和
室
で
開
催

中
で
す
。

講
師　

馬
場
純
子
（
ヨ
ガ
イ
ン
ス

ト
ラ
ク
タ
ー
）

受
講
費　

７
０
０
円

（
ワ
ン
レ
ッ
ス
ン
制
）

※ 

１
階
受
付
券
売
機
で
チ
ケ
ッ
ト

を
お
求
め
く
だ
さ
い
。

対
象　

高
校
生
以
上

定
員
：
15
名
（
先
着
順
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

ふ
れ
あ
い
館

　

☎（
47
）１
１
２
６

都
市
計
画
を
変
更
す
る
に

あ
た
り
都
市
計
画
の
案
を

縦
覧
し
ま
す

　

都
市
計
画
区
域
の
再
編（
統
合
）

に
よ
り
、
旧
石
橋
町
が
「
宇
都
宮

都
市
計
画
区
域
」
か
ら
「
小
山
栃

木
都
市
計
画
区
域
」
に
再
編
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
都
市
計
画
施
設

の
名
称
等
を
変
更
し
ま
す
。

■
縦
覧
す
る
都
市
計
画
の
案

①
小
山
栃
木
都
市
計
画
区
域
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
②
区
域
区
分
の
変
更

③
用
途
地
域
の
変
更
④
道
路
の
変

更
⑤
公
園
の
変
更
⑥
緑
地
の
変
更

⑦
駐
車
場
の
変
更
⑧
流
域
下
水
道

の
変
更
⑨
公
共
下
水
道
の
変
更

■
縦
覧
期
間

　

11
月
13
日
㈮
〜
27
日
㈮

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

※  

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見

の
あ
る
方
は
、
所
定
の
様
式
に

て
意
見
書
を
縦
覧
期
間
内
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
縦
覧
場
所
、
意
見
書
の
提
出
先

及
び
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
都
市
計
画
課
計
画
担
当

　

☎
0
2
8（
6
2
3
）2
4
6
5

　

栃
木
県
栃
木
土
木
事
務
所
企
画

調
査
課

　

☎
0
2
8
2（
23
）3
5
9
3

　

市
都
市
計
画
課

　

☎
0
2
8
5（
48
）2
1
1
4

自
治
医
科
大
学
附
属
病

院
「
が
ん
患
者
と
家
族

の
サ
ロ
ン
」
に
つ
い
て

　

病
気
で
つ
ら
い
気
持
ち
、
ひ
と

り
で
抱
え
て
い
ま
せ
ん
か
？

「
が
ん
患
者
と
家
族
の
サ
ロ
ン
」

を
開
催
し
ま
す
。

　

病
気
と
の
向
き
合
い
方
を
学
ん

だ
り
、
話
し
合
い
の
時
間
を
持
っ

た
り
す
る
場
で
す
。
が
ん
の
種
別

は
問
い
ま
せ
ん
。
ど
な
た
で
も
、

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

医
師
・
看
護
師
・
薬
剤
師
・
管

理
栄
養
士
・
社
会
福
祉
士
・
理
学

療
法
士
・
臨
床
心
理
士
・
事
務
職

員
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

■
日
時　

11
月
12
日
㈭

　

午
後
２
時
〜
４
時

■
場
所

　

自
治
医
科
大
学
附
属
病
院 

本

館
地
下
１
階
ス
タ
ッ
フ
ラ
ウ
ン
ジ

■
内
容

・ 

ミ
ニ
・
レ
ク
チ
ャ
ー
「
治
療
中

の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
知
ろ
う
」

・
自
由
な
語
り
合
い

・
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
体
験

■
参
加
費　

無
料

■
問
い
合
せ
先　

自
治
医
科
大
学

附
属
病
院
が
ん
相
談
支
援
室

　

☎（
58
）7
1
0
7

臨
時
福
祉
給
付
金
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉
課  

☎
（
52
）
１
１
１
２

「臨時福祉給付金」の
“振り込め詐欺”や“個人情
報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省の職員
をかたった電話がかかってきたり、郵便が届い
たら、市役所や警察署（または警察相談専用電話
（＃９１１０））にご連絡ください。


